
人 権 ・ 福 祉 ま つ り
●地域包括支援センター通信
●心配ごと相談
●香典返し・一般寄附のお礼

●エコキャップ運動
●オレンジカフェ（浜町）
●フォローアップ研修

●赤い羽根共同募金について
●歳末たすけあい募金見舞金に
　ついて（申請書）



　今年度も「じぶんのまちを良くするしくみ」のスローガンのもと、

全国一斉に赤い羽根共同募金の活動がスタートします。

●共同募金の仕組み（募金活動を行うことで）
　１．募金の７０％は、あなたの町を良くするために使われます。
　集まった募金の７０％は、募金をして頂いた地域で行われる活動のために使われ

ます。残りの３０％は、住んでいる市区町村を超えた地域で広域的な課題を解消する

ための活動や災害時の備えとして使われています。

　２．共同募金の使いみち
　共同募金の助成は、高齢者サロンの運営や点訳ボランティアといった草の根のボ

ランティア活動の費用から、障がい者の共同作業所の車両整備や社会福祉施設の改

修まで、さまざまな民間の地域福祉活動を支援しています。

　今年度も皆さまの暖かいご支援をよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金が
10月１日から始まります
赤い羽根共同募金が
10月１日から始まります
赤い羽根共同募金が
10月１日から始まります
赤い羽根共同募金が
10月１日から始まります

寝たきり高齢者

在宅障害児・者

①満７０歳以上の高齢者で、在宅での寝たきり状態が６カ月以上
経過している方。
②子供等の被扶養者になっている方は対象外

①在宅の障害児・者で「障害年金」を受けていない方。
②身障１・２級、精神１・２級、療育手帳Aの認定を受けている方

ひとり暮らし高齢者

対　象　者 対　象　基　準

歳末たすけあい募金
見舞金について
歳末たすけあい募金
見舞金について

令和６年度

　支援を必要とする人が地域で安心して暮らすことができるよう、
歳末たすけあい配分事業として見舞金を支給いたします。
　見舞金を希望される方は、対象基準に基づきご申請をお願い致します。

①満７５歳以上の１人で生活をしている低所得の高齢者
　※収入は概ね１００万円以下の方（年金を含める）
②子供等の被扶養者になっている方は対象外。
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歳末見舞金申請書

豊後高田市社会福祉協議会長　様
令和６年　　 　月　　 　日

ふ り が な 明・大・昭・平・令

申請者氏名 生年月日
年 　　 月 　　 日㊞

住　　　所

代理申請者名
１． ひとり暮らし高齢者
2． 寝たきり高齢者
3． 重度心身障害児（者）  障害者手帳　　１級　・　 ２級

重度身体障害児（者）  療育手帳 　　　Ａ　 ・     Ⓐ
※該当するものを〇で囲んでください。

●提出先　豊後高田市社会福祉協議会　本所（真玉）
　　　　　豊後高田市社会福祉協議会　高田事務所（市役所社会福祉課内）
　　　　　豊後高田市役所　香々地庁舎／豊後高田市役所　真玉庁舎

電話番号

電話番号

連絡先（自宅・携帯）
（　　　）
（　　　）

〒
豊後高田市

歳末見舞金対象世帯に該当しますので、申請致します。
なお、貴会が下記の記載事項確認の為、必要な情報を得ることに同意致します。

●下記のいずれかにあてはまる方は、見舞金の支給対象とはなりません。
　（１）生活保護を受給されている方
　（２）施設に入所されている方及びサービス付き高齢者向け住宅に居住されている方
●申請方法
　見舞金を希望する方は、下記の申請書に記入していただき、記載している提出先にご提出し
てください。
　※ご家族や自治委員、民生委員さん等の代理申請も可能です。
　　郵送される場合は、下記の問い合わせ欄の住所にご郵送をお願いします。
●申請期間　令和６年１０月１日（火）～１１月１５日（金）
●決定方法
　金額は歳末たすけあい募金の実績額に応じて決定されます。
　また、見舞金の配布は、１２月末を予定しております。
●問い合わせ先
　〒872-1107 豊後高田市臼野４３３５番地３
　豊後高田市社会福祉協議会　総務係　
　ＴＥＬ０９７８－２５－５１００



　明治安田生命豊後高田営業所様からこども食堂にカレールー２７箱を寄贈していただ
きました。
　また皆様からのご協力で集まった、たくさんのエコキャップを贈呈していただきました。
　ありがとうございました。

エコキャップ運動エコキャップ運動

フォローアップ研修フォローアップ研修

　豊後高田市コスモスホールにて成年後見セミナーを開催いたしました。
　講師に、（株）NICObit代表の江田梢氏（終活カウンセラー）にお越しいただき、「生前整
理ってなに？」～遺品整理の現場からをテーマに受講者の方たちにわかりやすく講義をし
ていただきました。

　浜町にて、オレンジカフェが開催さ
れました。
　当日は、たくさんの方が参加して、回
想法や脳トレなどが行われ、参加者同
士がお茶を飲みながら交流を楽しんで
いただきました。

オレンジカフェ（浜町）オレンジカフェ（浜町）
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地域包括支援センター通信地域包括支援センター通信

お問い合わせ：豊後高田市地域包括支援センター　☎⑦２３-４３７０お問い合わせ：豊後高田市地域包括支援センター　☎⑦２３-４３７０

　インフルエンザが流行する時期が近付いてきました。イン
フルエンザにかかっても、軽症で回復する人もいますが、中に
は、肺炎や脳症などを併発して重症化してしまう人もいます。
特に、高齢者や幼児、妊娠中の女性、喘息など呼吸器疾患のあ
る人、慢性心疾患のある人、糖尿病などの疾患がある人は重
症化する危険が高いため注意が必要です。

インフルエンザに注意しましょう！インフルエンザに注意しましょう！インフルエンザに注意しましょう！インフルエンザに注意しましょう！

ウエザーニュースより引用

インフルエンザかなと思ったら、早めに医療機関に受診し、安静にしましょう

インフルエンザを予防するために・・・
❶正しい手洗いをしましょう

　インフルエンザは多湿に弱いので部屋が乾燥しないように湿度を50％から65％
で保ちましょう。 
※湿度が低い時ほどウイルスが繁殖しやすい環境になりますが、逆に湿度が70％以
上になるとカビの発生が伴ってしまいますので注意しましょう。（温度が20.5～
24℃の時）

時計、指輪などをはずし、
流水で手を洗う

❷湿度に注意しましょう

　こまめな部屋の換気はウイルス濃度の低下による空気感染の予防になります。
❸換気をしましょう

　予防接種はとても大切です。予防接種を受けることで自分自身だけではなく周り
の人々も守る事が出来ます。
　詳しくは豊後高田市役所 健康推進課（☎２３－４４１０）にお電話してください。

❹予防接種を受けましょう

1
石けんをつけて
泡を立てる

2
手のひら、手のこう、指の
間をこすりあわせ泡を立
てて洗う

3
親指は反対の手でねじる
ように、つけねまで洗う

4

ツメの間は
手のひらでこする

5
手首は反対の手で
ねじるように洗う

6
流水で石けんを十分に
洗い流す

7
清潔なタオルで水分を
しっかりと拭く

8

555



6

●編集・発行／豊後高田市社会福祉協議会
　URL http://www.buntaka-syakyo.jp/
●本所・事業所
　〒872－1107 豊後高田市臼野4335番地3
　【本所】へのお問合せは、
　　TEL ⑦25－5100　FAX 53－5755
　【豊後高田市地域包括支援センター】へのお問合わせは、
　　TEL ⑦23－4370　FAX 53－6130
　【豊後高田市介護支援センター】へのお問合せは、　
　　TEL ⑦53－6111　FAX 53－6113
　【豊後高田市ヘルパーステーション】へのお問合せは、
　　TEL ⑦53－6114　FAX 53－6113
　【デイサービスセンター周防苑】へのお問合せは、
　　TEL ⑦53－4666　FAX 53－4710
　●香々地事務所・事業所
　〒872－1207 豊後高田市見目104番地
　【デイサービスセンターふれあい館】
　【高齢者生活支援ハウス】へのお問合せは、
　TEL ⑦54－3110　FAX 54－3192
　●高田事務所（豊後高田市役所 社会福祉課内）
　〒879－0692 豊後高田市是永町39番地3
　【事務所】へのお問合せは、
　TEL ⑦25－5511　FAX 25－5511
　
●CATVに加入されている方は⑦をつけてお電話ください
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　皆さんの生活上の悩みごと、生計・家庭・財

産・健康等の問題などの相談を受け付けてい

ます。相談は、無料ですのでお気軽にご相談く

ださい。相談所には、２名の民生委員がいま

す。相談内容等の秘密やプライバシーは、厳守

されます。

※相談所の時間帯

は、午前１０時～

正午までです。

●真玉地区　第２水曜日
10月9日 11月13日 12月11日

真玉庁舎 機能訓練室

●高田地区　第３水曜日

社会福祉課プラチナ支所内

●香々地地区　第４水曜日

香々地公民館 和室

心配ごと相談心配ごと相談心配ごと相談

10月16日 11月20日 12月18日

10月23日 11月27日 12月25日
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